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１ ＤＶ対策基本計画（第２次）の概要 

 

（１）計画の基本理念・基本目標 

ＤＶを根絶するには、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、男女平等の意識をはぐくむとともに、ＤＶを身近な問題として

正しく理解することが必要です。 

     ＤＶの根絶と被害者の安全確保、自立に向けた取組を強化し、ＤＶのない社会の実現を目指して、基本理念及び５つの基本目

標を定めます。 

 

基本理念  『人権が尊重されるＤＶのない社会の実現』 

 

   基本目標１ ＤＶ防止のための啓発・教育の推進 

   基本目標２ 相談体制の充実 

   基本目標３ 被害者の安全確保の徹底 

   基本目標４ 被害者の自立支援の充実 

   基本目標５ 推進体制の充実 

 

（２）計画の位置付け 

      配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（第２条の３第３項）に基づく基本計画にあたります。 

   国の基本方針や愛知県の計画を勘案し、市の実情に即した計画とします。また、新かすがい男女共同参画プランとの整合を

図ります。 

（３）計画の見直し 

   この計画は、法律及び国の基本方針や県の基本計画が大きく見直された場合、あるいは社会情勢の変動や市民のニーズの変

化などを勘案し、新たに盛り込むべき事項等が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 



 

  せい 

１ ＤＶ防止のための啓発・教育の

推進 

２ 相談体制の充実 

４ 被害者の自立支援の充実 

（１）市民への広報・啓発の充実 

（２）若年層への教育・啓発の充実 

（３）加害者に対する取組 

（１）安心して相談できる体制づくり 

（２）相談員の資質向上 

（３）高齢者、障がい者、外国人に対する相談の充

実 

（１）被害者情報の保護 

（２）保護体制の充実 

【基本理念】 【基本目標】 【施策の方向】 

２ 春日井市ＤＶ対策基本計画（第２次）施策の体系 

人
権
が
尊
重
さ
れ
る 

Ｄ
Ｖ
の
な
い
社
会
の
実
現 

３ 被害者の安全確保の徹底 

（１）生活再建への支援 

（２）精神的な支援 

（３）子どもへの支援 

（４）高齢者、障がい者、外国人への支援 

 

２ 

５ 推進体制の充実 

（１）職員等に対する研修の充実 

（２）苦情に対する適切な対応 

（３）庁内の連携体制の強化 

（４）関係機関・民間団体等との協力・連携 

 



 

 

平成 28 年度の事業実績・平成 29 年度の事業予定 

 

【事業に対する自己評価】 

Ａ：実施することができた 

Ｂ：実施に向け検討した 

Ｃ：実施できなかった 
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　基本目標１　ＤＶ防止のための啓発・教育の推進

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

広報春日井、男女共同参画情
報紙「はるか」、ホームページ
等により、ＤＶ防止に向けた啓
発を行います。

・広報春日井11月１日号に男女共同参画啓
発記事の掲載
・男女共同参画情報紙「はるか」の発行
　（７月、３月）
　規格：A4、４ページ
　部数：各　13,500部
　配布先：市内公共施設、大学、高校、市内
医療機関（産婦人科、市内小児科)、市内農
協支店、公私立保育園・私立幼稚園年長
児、町内会回覧など
・パネル展示

Ａ

事業継続 男女共同参画課

ＤＶ防止リーフレットを作成し、
公共施設等への配布・設置に
より、更なる啓発に努めます。

・カード、パンフレットの配布
「パートナーからの暴力に悩んでいるあなた
へ」（カード）
「デートＤＶって知っている？」（カード、パン
フレット）
「パートナーとの関係に悩んでいるあなたへ」
（パンフレット）
「女性のための各種相談のご案内」（パンフ
レット）
「デートＤＶってなに？」（パンフレット）
（配布先）
　　市内公共施設、銀行、市内医療機関（産
婦人科）、大学、高校、中学校、幼稚園、保
育園、スーパー、市内警察署など

Ａ

事業継続 男女共同参画課

ＤＶ被害者を発見しやすい立
場にある医療関係者や民生委
員・児童委員等に対して、ＤＶ
に関する正しい知識とその危
険性など適切な情報提供を行
い、相談窓口の周知や通報
等、被害者の早期発見への協
力を呼びかけます。

・民生委員児童委員全員協議会において、Ｄ
Ｖ相談、ＤＶセミナー等ＤＶ対策事業につい
て説明した。
・ＤＶ被害者支援者養成講座の案内を女性
の民生委員・児童委員に送付した。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

施策

①広報、ホーム
ページ等を活用し
た更なる啓発

(1) 市民への広
報・啓発の充
実

事業内容



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

(1) 市民への広
報・啓発の充
実

②ＤＶに関する正
しい理解と認識を
図るための講座等
の実施

市民がＤＶに関する正しい理
解と認識を得られるよう、講演
や講座等の啓発事業を実施し
ます。

ＤＶ被害者支援者養成講座を実施。
実施日 平成28年９月７日～12月７日
　　　　（８回・水）
受講者 30名（女性30名）
　　　　（延べ164名）

Ａ

事業継続 男女共同参画課

①学校における人
権や男女平等につ
いての教育の充実

小中学校において、人権週間
や道徳の時間などを通じ、人
権尊重の意識を高める教育を
進めます。

人権に関する学習（授業、講話、講演等）
人権尊重の意識高揚（作品募集等）

Ａ

事業継続
・人権に関する授業等
（含む、講和や講演等）
・人権に関する教職員
への研修
・人権に関する作品募
集への応募
・教育相談活動や児童
生徒アンケートの活用
とカウンセラー、ＳＳＷ
の有効活用

学校教育課

②若年層へのデー
トＤＶ防止啓発事
業の推進

中学生、高校生、大学生等若
年層を対象とし、交際相手から
の暴力問題について考える機
会としてＤＶセミナーを開催し
ます。

デートＤＶセミナーの実施
・デートＤＶセミナー
　　「ＤＶについて」
　実施日　10月17日（月）
　受講者　春日井南高等学校
　　　　　   全校生徒　1,000名
・デートＤＶセミナー
　「お互いを大切にすること～デートＤＶとは
～」
　実施日　11月10日（木）
　受講者　春日井高等学校（定時制）
　　　　　　１学年　26名
・デートＤＶセミナー
　実施日　平成29年３月３日（金）
　受講者　春日井商業高等学校　240名
・デートＤＶセミナー
　「医療現場でしっておきたいこと」
　実施日　平成29年３月７日（火）
　受講者　公立春日井小牧看護専門学校
　　　　　 　２年生35名

Ａ

事業継続 男女共同参画課

施策

(2) 若年層への教
育・啓発の充
実

事業内容

5
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

(2) 若年層への教
育・啓発の充
実

②若年層へのデー
トＤＶ防止啓発事
業の推進

デートＤＶ防止に関するリーフ
レットの作成・配布による啓発
に取り組みます。

・デートＤＶ防止パンフレットを配布
　市内高等学校１年生へ2,802部

Ａ

市内高校生（１年生）へ
配付予定

男女共同参画課

(3) 加害者に対す
る取組

①「加害者更正プ
ログラム」に関する
情報収集

ＤＶの再発防止には、加害者
更正プログラムなど加害者に
対する積極的な働きかけが必
要なことから、国等の調査研究
の情報収集に努めます。

情報収集に努めた。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

　基本目標２　相談体制の充実

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

①相談窓口の周知 相談窓口の情報を掲載した携
帯カードやパンフレット等の配
布場所の拡大により、更なる相
談窓口の周知に努めます。

相談窓口の情報を掲載した携帯カード、パン
フレットの配布による周知をした。

Ａ

新たに作成した啓発
カードを、市内公共施
設に配付予定

男女共同参画課

相談者が安心して相談できる
よう、情報の管理を適切に行
います。

相談記録が外部に漏れることがないよう、鍵
のかかるキャビネットに保管した。
１　DV相談（面接・電話）818件
　　（内オンライン相談28件）
　　火～日曜日　9：00～12：00
　　　　　　　　　　13：00～17：00
　　オンラインDV「ほっと」相談　24時間受付
２　女性の悩み相談（面接・電話）423件
　　（内ＤＶ　11件）
　　　火～金曜日　13：00～16：30
３　女性のための法律相談（面接）99件
　　（内ＤＶ　０件）
　　第１～４土曜日　10：00～12：00

Ａ

事業継続 男女共同参画課

休日、夜間の相談に対応する
ため、警察との一層の連携を
図ります。

ＤＶ対策関係機関連絡会議にて、連絡を密
にし情報を共有することを確認した。
実施日　５月20日（金）

Ａ

事業継続 男女共同参画課

施策

(1) 安心して相談
できる体制づく
り

②電話、面接、オ
ンライン相談の充
実

施策 事業内容

事業内容



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

(1) 安心して相談
できる体制づく
り

②電話、面接、オ
ンライン相談の充
実

男性が抱える様々な問題解決
のため、男性に対する相談体
制を整えます。

実績なし

Ｂ

電話については、相談
員で対応しています。
面接相談については、
相談員の体制作りを整
え、安全面を考慮しな
ければいけない等から
して、今後検討する必
要があります。

男女共同参画課

(2) 相談員の資質
向上

①相談担当者への
支援の充実

より適切な相談を行うとともに、
複雑な問題を抱えた事例にも
対応できるよう、相談員の連絡
会議での事例検討やスーパー
ビジョンの実施により、相談員
等の資質向上やメンタルケア
を実施します。

・相談員連絡会議の実施
　実施日：５月25日（水）
　　　 　    10月12日（水）
・スーパービジョンの実施
　実施日：平成29年２月15日（水）
　テーマ：「性の多様性理解と
　　　　　　セクシャル・マイノリティ相談支援」
　講　師：安間　優希氏
・参加した研修等　　　  ７回

Ａ

事業継続 男女共同参画課

相談の必要に応じて、地域包括支援セン
ター、障がい者生活支援センターと連携し
た。

Ａ
事業継続 男女共同参画課

春日苑障がい者支援センター
障がい者支援センターかすがい
障がい者支援センターＪＨＮまある
障がい者支援センターあっとわん
基幹相談支援センターしゃきょう
相談者数　11,053名

Ａ

事業継続 障がい福祉課

4-(4)-①「高齢者、障がい者への支援」参照
Ａ

4-(4)-①「高齢者、障
がい者への支援」参照

地域福祉課

地域包括支援センターが相談窓口となり必要
機関に情報提供やサービスに結びつけるな
ど対応を行った。
総合相談件数　22,382件

Ａ

事業継続 地域福祉課

手話通訳者の確保等により、
相談者との意思疎通を図りま
す。

相談者が手話通訳を必要とした際、手話通
訳者を依頼した。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

市役所窓口において各種手続き、相談等の
手話通訳が必要になった場合は、障がい福
祉課と連携をとり、相談者との意思疎通を
図った。

Ａ

事業継続 介護・高齢福祉課

施策

(3) 高齢者、障が
い者、外国人
に対する相談
の充実

①高齢者、障がい
者の相談

事業内容

地域包括支援センター、障が
い者生活支援センターとの連
携による適切な対応を行いま
す。

7
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

・窓口において各種手続き、相談等の手話通
訳が必要となった場合は、障がい福祉課と連
携をとり、相談者との意思疎通を図った。
・平成28年度高齢者・障がい者虐待防止講
演会において、手話通訳者の派遣を依頼し、
障害のある人に配慮した。

Ａ

事業継続 地域福祉課

ＤＶを受け、市外から転入した聾者につい
て、法律相談や各種手続きの際に、手話通
訳者を派遣した。（実績１件）

Ａ

事業継続 障がい福祉課

②外国人の相談 相談時の通訳の派遣や外国
語パンフレットによる情報提供
により、相談体制の充実を図り
ます。

・外国語によるＤＶ防止啓発パンフレットを、
相談窓口及び国際交流ルーム窓口に設置
　（英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・
タガログ語・タイ語・日本語）
・相談者が通訳を必要とした際、通訳を依頼
した。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

　基本目標３　被害者の安全確保の徹底

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

選挙管理委員会及び関係各課に対し、支援
措置申出者のリストを情報提供し、情報管理
の徹底を周知した。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

住基システムと連動させたDV管理支援ツー
ルを活用し、被害者情報の保護の徹底を
図った。
（個人）番号法の施行に伴い、要綱及び要領
の一部を改正した。
支援対象者の情報流出防止策として、庁内
での書類の持ち運びをする際は、専用のファ
イルに入れて行うようにした。

Ａ

新たなＤＶ管理支援
ツールに対応したマ
ニュアルを作成する。

市民課

選挙人名簿抄本の閲覧時における支援対象
者情報の制限 Ａ

事業継続 総務課

①住民基本台帳
事務に係る支援措
置の実施

施策

施策

(1)

(3) 高齢者、障が
い者、外国人
に対する相談
の充実

被害者情報の
保護

①高齢者、障がい
者の相談

事業内容

事業内容

住民基本台帳の閲覧等に制
限を実施します。また、住民基
本台帳に基づいて事務処理を
行う部署での情報管理の徹底
と連携を図ります。

手話通訳者の確保等により、
相談者との意思疎通を図りま
す。



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

ＤＶ被害による一時保護施設入所措置者の
要請による訪問面接を実施し、被害者の安全
確保のため、生活保護開始決定後の管外転
出による生活基盤の確保のため、受け入れ
市との調整を行い、被害者には、住民基本台
帳の閲覧制限等の申し出を行うよう助言し
た。

Ａ

事業継続 生活支援課

・閲覧制限のかかった者について、窓口対応
時などに安易に情報を伝えないよう留意する
ことを職員に徹底した。
・保険証等帳票類の出力の際には、市民課と
連携し対応にあたった。

Ａ

事業継続 保険医療年金課

新システムにおいて、ＤＶ等の世帯に対して
は通常の背景画面から色を変更して表示し
た。
ＤＶ等の世帯に対して、住所表示を消し、す
ぐに該当世帯と判るような設定とした。

Ａ

事業継続 保育課

住民基本台帳の閲覧等の制限がある被害者
の情報管理の徹底と、関係各課との連携を
図った。

Ａ

事業継続 学校教育課

住民基本台帳の閲覧等の制限では対応でき
ない春日井市外に住民登録のある被害者に
ついて、固定資産税等証明の発行制限を実
施した。

Ａ

事業継続 資産税課

住民基本台帳の閲覧等の制限がある被害者
の情報管理の徹底と、関係各課との連携を
図った。

Ａ
事業継続 学校給食課

・保育園においても、本人等の個人情報につ
いては管理を徹底した。
・送り迎え等においても、指定した送迎者以
外には子どもの引渡しは行わない、また、情
報を漏洩することのないようにした。

Ａ

事業継続 保育課

転校等に伴う書類受け渡しを、被害者の意向
に基づき、他市町村の教育委員会と連携しな
がら慎重に行った。（本来、学校間で行う処
理を、必要に応じて教育委員会間で行った）

Ａ

・事業継続 学校教育課

(1) 被害者情報の
保護

施策

①住民基本台帳
事務に係る支援措
置の実施

住民基本台帳の閲覧等に制
限を実施します。また、住民基
本台帳に基づいて事務処理を
行う部署での情報管理の徹底
と連携を図ります。

②被害者に関する
情報管理の徹底

事業内容

学校・保育園等において、被
害者及び同伴する子どもの情
報管理を徹底します。

9
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

ＤＶ対策関係機関連絡会議の開催により、関
係機関との連携を図った。
実施日　５月20日（金） Ａ

事業継続 男女共同参画課

子ども・若者総合支援地域協議会要保護児
童対策部会での情報共有
実務者会議　12回

Ａ

事業継続 子ども政策課

パンフレット（1-（1）-①）に警察の連絡先を掲
載するとともに、各相談窓口（2-(1)-②）にて、
援助の申出等を迅速にできるように情報提供
をした。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

ＤＶ被害者に対し、警察への相談やＤＶ相談
について、必要な情報提供を行った。 Ａ

事業継続 子ども政策課

保護を依頼する際には、依頼者の情報を的
確に伝えるとともに、入所する場合は、加害
者の目に触れないよう配慮し、職員２人で対
応した。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

高齢者・障がい者虐待防止連絡会議を開催
し、関係機関との連携を進めるとともに、早期
発見及び早期対応、緊急時における被害者
の安全確保等をすることにより、高齢者及び
障がい者の権利擁護を図った。

Ａ

事業継続 地域福祉課

虐待等発生時における障がい者の受け入れ
に関する協定書を市内の障がい者支援施設
を運営する３法人と締結。

Ａ

事業継続 障がい福祉課

県女性相談センターと委託契約を結び、ＤＶ
被害を受けた母子の一時保護を母子の家で
受け入れる体制をとった。

Ａ

事業継続 子ども政策課

③民間支援団体
等との連携

民間支援団体等の情報を収
集し、連携に努めます。

情報を収集し、必要に応じて連携した。
Ａ

事業継続 男女共同参画課

施策

②一時保護施設と
の連携

①警察等関係機
関との連携

(2) 保護体制の充
実

緊急時においては、一時保護
施設と連携するとともに被害者
に関する情報共有を図り、一
時保護施設に入所するまでの
被害者やその子ども等の同伴
家族の安全を確保します。

警察との連携を強化するととも
に、愛知県女性相談センター・
愛知県春日井児童相談セン
ターとの連携により、被害者や
子ども等の同伴家族、支援者
等の安全を確保します。

被害者が警察への援助の申
出や保護命令等を迅速に利
用できるよう、情報提供に努め
ます。

事業内容



　基本目標４　被害者の自立支援の充実

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

市営住宅の入居条件や入居
手続きに際して、被害者の実
情を考慮し、柔軟に対応しま
す。

市営住宅のうち、単身者（一人）向けの住宅
募集にＤＶ被害者の申込資格を設け、公募を
実施 Ａ

事業継続 住宅施設課

子どもを同伴する被害者の自
立を図るため、母子生活支援
施設への入所について支援を
行います。

ＤＶ被害者等を対象に母子生活支援施設へ
の母子保護を実施した。
新規入所　２世帯 Ａ

事業継続 子ども政策課

関係する部署・機関等と連携を図り迅速に対
応した。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

被害者の安全確保のため、生活保護開始決
定後の管外転出による生活基盤の確保のた
め、受け入れ市との調整を行い、被害者に
は、移転先での生活再建ができるよう必要な
扶助を行った。

平成28年度ＤＶ相談者面接件数　32件
　　　　　　　　　　   保護申請件数　12件

Ａ

事業継続 生活支援課

被害者（相談者）に対し、国民健康保険加入
に関する相談を実施した。 Ａ

事業継続 保険医療年金課

ＤＶで保護した母子に対し、相談、生活保
護、手当申請等の必要な支援を実施した。 Ａ

事業継続 子ども政策課

経済的理由等で就学が困難な児童生徒の保
護者に対し、就学援助費を支給した。
対象児童生徒　2,580名
支給金額　　　　179，312,963円

Ａ

事業継続 学校教育課

(1) 生活再建への
支援

②経済的な支援

事業内容施策

①住宅に関する支
援

関係する法律の中で、適正・
迅速に支援を行います。

11



12

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

緊急時の生活資金について調査・研究し、関
係機関と連携しながら、必要な情報を被害者
に伝えた。

Ａ
事業継続 男女共同参画課

ＤＶによる一時保護施設入所者については、
入所中の最低生活に必要な援護が他法によ
り受けられる。一時保護所を退所し、管外転
出による生活基盤の確保のため一時扶助を
行った。

Ａ

事業継続 生活支援課

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付、母子
寡婦福祉資金の貸付等、既存の制度を活用
し対応。

Ａ

事業継続 子ども政策課

高等学校の就学支援金制度や私立幼稚園
就園奨励費等、小中学生以外の就学、就園
に対する支援制度を確認し、就学援助とあわ
せて案内した。

Ａ

事業継続 学校教育課

国民健康保険、児童手当などの各種制度の
周知を行い、手続きに必要な相談証明書を
発行した。

Ａ
事業継続 男女共同参画課

ＤＶ避難者との面接において、母子福祉関連
制度、児童扶養手当等の各種制度の周知と
活用への支援を行った。

Ａ

事業継続 生活支援課

被害者（相談者）に対し、母子・父子家庭医
療費及び子ども医療費に関する相談を実
施。

Ａ

事業継続
閲覧制限のかかった者
について、窓口対応時
などに安易に情報を伝
えないよう留意すること
を新規職員にも徹底す
る。

保険医療年金課

ＤＶで保護した母子に対し、国民健康保険、
母子福祉関連制度、児童扶養手当等の各種
制度を活用し必要な支援を実施した。 Ａ

事業継続 子ども政策課

経済的理由等で就学が困難な児童生徒の保
護者に対し、学校教育課窓口において、児
童扶養手当等の各種制度を案内した。 Ａ

事業継続 学校教育課

施策 事業内容

(1) 生活再建への
支援

②経済的な支援 緊急の生活資金の助成制度
について調査・研究します。

国民健康保険、母子福祉関連
制度、児童扶養手当等の各種
制度の周知と活用への支援を
行います。



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

就業支援セミナー等の開催及び情報収集・
提供を行った。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

就労阻害要因のない要保護者について、積
極的にハローワークを活用するよう助言指導
を行った。

Ａ

事業継続 生活支援課

母子家庭の母等に対し、県母子寡婦福祉連
合会等が実施する講座情報の提供を行っ
た。

Ａ

事業継続 子ども政策課

講座の開催
・簿記３級をめざして
　実施日　７月16日～10月８日（12回・土）
　受講者　34名（女性27名、男性７名）
　　　　　　（延べ　285名）
・これから働く人のためのパソコン講座
　実施日　平成29年１月８日～３月５日（８回・
日）
　受講者　20名（女性16名、男性４名）
　　　　　　（延べ　136名）

Ａ

事業継続 男女共同参画課

要保護者に対し、就労に必要な技能・資格取
得のための講座情報や給付金制度等ハロー
ワークの情報を提供した。

Ａ

事業継続 生活支援課

母子家庭の母等に対し、就業に結びつく可
能性の高い講座費用の60％相当を支給する
自立支援教育訓練給付金、就職に有利であ
り、かつ生活の安定に資する資格取得を促
進する養成訓練学校に通う場合に支給する、
高等職業訓練促進給付金の情報を提供し
た。

Ａ

事業継続 子ども政策課

施策

(1) 生活再建への
支援

③就労に向けた支
援

事業内容

就業支援セミナー等の開催及
び情報収集・提供を行いま
す。

就労に必要な技能・資格取得
のための講座情報や給付金制
度の情報を提供します。
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

生活困窮者自立支援について情報を収集
し、必要に応じて連携をした。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

平成27年10月より、市役所2階に新しく設置さ
れたハローワークの常設窓口にてひとり親世
帯の親を対象に就労相談を行った。

平成28年度の窓口における相談人数
延べ　278名

Ａ

事業継続 子ども政策課

本庁舎内の常設ハローワークと連携し、ハ
ローワーク（国）と福祉事務所（市）による一体
的な就労支援を実施した。

Ａ

事業継続 生活支援課

市が保有している病院等の情報を必要に応
じて提供した。
　・市のメンタルヘルス相談
　・春日井保健所メンタルヘルス相談
　・障がい者生活支援センターしゃきょう
　・障がい者生活支援センターＪＨＮまある

Ａ

事業継続 男女共同参画課

心の健康に関する情報の提供や気軽な相談
を実施した。
必要時、対象者の状況に合わせてメンタルヘ
ルス相談や医療機関を紹介した。
【メンタルヘルス相談】
・精神科医師による相談（面談）
　第３火曜日（午後２時～４時）　20件
・臨床心理士による相談（面談）
　第４水曜日（午後２時～４時）　31件
・保健師による随時相談　　109件

Ａ

事業継続 健康増進課

②自助グループの
情報提供

現在活動中の自助グループの
情報を提供します。

・ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ、
フェミニストサポートセンター・東海などが行
う、相談窓口・講座等の情報を提供した。
・支援が必要な人に対しては、ＤＶ被害者支
援者養成講座修了生による、サポートグルー
プ（ＤＶを受けた体験や悩みをもつ女性たち
が集い、自由に語り合える場）への参加をうな
がした。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

精神的な支援 メンタルヘルス相談やカウンセ
リング等心理的なケアが必要
な場合は、医療機関に関する
情報を提供します。

③就労に向けた支
援

生活困窮者への就労支援とし
て、ハローワークとの連携に取
り組みます。

事業内容施策

(1) 生活再建への
支援

①医療機関等の情
報提供

(2)



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

他機関（児童相談所、市担当課等）と連携
し、被害者の自立に必要と認められる場合は
速やかに入園・転園の許可をする等、柔軟な
審査を行った。

Ａ

事業継続 保育課

住民登録の異動が困難な家庭に対し、校区
外通学、区域外就学の対応をした。 Ａ

事業継続 学校教育課

毎月開催される「春日井市子ども若者対策地
域協議会要保護児童対策部会実務者会議」
に出席し、情報の共有を図った。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

春日井市子ども若者対策地域協議会 要保
護児童対策部会実務者会議に毎月参加。園
長会議・主任保育士会議・特別支援保育会
等を毎月開催し、連携及び情報交換に努め
た。

Ａ

事業継続 保育課

少経験者研修（２年経験者）の中で教育研究
所　佐藤指導主事を講師として、「保護者対
応」をテーマに初期対応の基本とその後の対
応について研修を行った。

Ａ

事業継続
初任者研修・少経験者
研修（１・２年経験者研
修）において研修を行
う。

学校教育課

ＤＶ被害者の一時保護の際に、必要に応じて
連携した。また、ＤＶ対策関係機関連絡会議
（５月20日（金）開催）で、情報共有をした。 Ａ

事業継続 男女共同参画課

ＤＶ被害世帯の児童について、児童相談セ
ンターや母子生活支援施設と連携し、児童
心理士や心理カウンセラー等による心理的ケ
アを行った。

Ａ

事業継続 子ども政策課

春日井市子ども若者対策地域協議会　要保
護児童対策部会実務者会議に毎月参加。園
長会議・主任保育士会議・特別支援保育会
等を毎月開催し、連携及び情報交換に努め
た。

Ａ

事業継続 保育課

事業内容

②子どもの心理的
ケア

施策

(3) 子どもへの支
援

保育士や教員、スクールカウン
セラー等、保育、教育関係者
に対し、ＤＶに関する特性や制
度、配慮すべき事項について
周知します。

就園・就学及び転校にあたっ
ての配慮や就学援助等の支
援を引き続き実施します。

愛知県春日井児童センター等
との連携により、子どもの心理
的ケアを実施します。

①就園・就学への
支援
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

(3) 子どもへの支
援

②子どもの心理的
ケア

愛知県春日井児童センター等
との連携により、子どもの心理
的ケアを実施します。

学校教育課に所属するスクールソーシャル
ワーカーが児童相談センターと連携し、問題
を抱えた家庭の子どもや保護者の心理的ケ
アを実施した。

Ａ

事業継続 学校教育課

相談状況に応じ、関係部署・機関等と連携し
た。
・障がい者生活支援センターしゃきょう
・障がい者生活支援センターＪＨＮまある

Ａ

事業継続 男女共同参画課

・高齢者への支援として、養護老人ホームへ
の入所措置、特別養護老人ホーム等への措
置、緊急対応ショートステイの利用、個別ケー
スへの相談対応などを行った。
また、地域包括支援センター、生活支援課、
男女共同参画課、女性相談センター、かけこ
み女性センターあいち、春日井警察署など、
関係機関と連携を図った。
・地域包括支援センターが窓口となり必要機
関に情報提供やサービスに結び付けるなど
対応を行った。

Ａ

事業継続 地域福祉課

相談支援事業を基幹相談支援センター及び
障がい者生活支援センターに委託し、日常
生活の相談や福祉サービスの利用援助など
必要に応じた支援を行った。 Ａ

事業継続 障がい福祉課

②外国人への支援 在住外国人によるコミュニティ
団体との連携を図ります。

・２－（３）-②参照

Ａ

事業継続 男女共同参画課

施策

福祉施策を活用し、関係部
署・機関等との連携を取りなが
ら、状況に応じた支援を行いま
す。

(4) 高齢者、障が
い者、外国人
への支援

①高齢者、障がい
者への支援

事業内容



　基本目標５　推進体制の充実

平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

第３部３級職員前期研修
　日　時　７月21日（水）２時間
　講　師　男女共同参画課職員
　受講者　60名（女性29名、男性31名）
第1部新規採用職員後期研修
  日　時　12月15日（木）２時間
　講　師　男女共同参画課職員
　受講者　117名(女性63名、男性54名 )

Ａ

事業継続 人事課

・ＤＶ実務者研修　開催回数　 １回
Ａ

事業継続 男女共同参画課

(2) 苦情に対する
適切な対応

①苦情への適切な
対応と情報共有

相談・支援に係る職員の対応
等に関して、被害者から苦情
が寄せられた場合、被害者の
立場に立った適切な対応に努
めるとともに、ＤＶ対策連絡会
議で情報を共有します。

被害者からの苦情等を適切に対応することが
できた。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

「ＤＶ対策連絡会議」を定期的
に開催し、事例検討や課題解
決を図るとともに、被害者が速
やかに安心して情報提供と支
援が受けられるよう、関係各課
との連携を図ります。

ＤＶ対策連絡会議の実施
実施日：７月15日（金）

Ａ

事業継続 男女共同参画課

相談時の対応や関係機関との連携・流れを
明記したマニュアルに基づき、関係部署との
円滑な支援を行った。

Ａ

事業継続 男女共同参画課

７月15日（金）開催のＤＶ対策連絡会議に出
席し、関係各課との情報共有をした。 A

事業継続 広報広聴課

支援措置申出を承認した際には、漏れなく男
女共同参画課へ情報提供を行った。
支援措置対象者の各種証明の発行について
は、警告表示のうえ発行できない状態とし、
申請者、申請事由について交付担当課で十
分確認したうえで発行する体制を構築した。

Ａ

事業継続 市民課

(3) 庁内の連携体
制の強化

(1) 職員等に対す
る研修の充実

①ＤＶに対する正
しい理解のための
研修の実施

ＤＶやＤＶ被害者についての
理解を深めるための研修を行
うとともに、窓口等における二
次被害を防止するため、被害
者への適切な対応や情報提
供を行うための研修を行いま
す。

①関係各課との連
携

関係職員が適切な対応ができ
るよう、相談時の対応や関係
機関との連携・流れを明記し、
状況に即した新たなマニュア
ルを作成します。

事業内容施策
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平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

ＤＶ関連の研修へ参加（メンタルヘルス相談
担当職員）

A

事業継続
研修等で得た知識を課
内で共有する。

健康増進課

介護・高齢福祉課、生活支援課、障がい福祉
課、男女共同参画課、女性相談センターな
ど、必要に応じて電話、協議等を行い、関係
各課と連携を図った。
また、高齢者虐待防止マニュアルの作成をし
た。

A

事業継続
高齢者虐待防止マニュ
アルの見直しを行う。

地域福祉課

「対応マニュアル」を設置した。

Ａ

必要に応じ、マニュア
ルの見直しを行う。

障がい福祉課

面接相談でＤＶ被害の申し出があった場合
の対処において、男女共同参画課、子ども政
策課との連携について研修を通じ周知を図
り、迅速に対処する体制をとった。

Ｂ

状況に即した新たなマ
ニュアルを作成する。

生活支援課

ＤＶ被害者等市外住基登録者の国保加入対
応マニュアルに沿った運用をした。 Ａ

事業継続 保険医療年金課

ＤＶ対策連絡会議等で関係部署との連携を
推進するとともに、新たなマニュアルの作成に
ついて協議した。 Ｂ

事業継続 子ども政策課

他機関（児童相談所、市担当課等）と連携
し、被害者の自立に必要と認められる場合は
速やかに入園・転園の許可をする等、柔軟な
審査を行うためのマニュアルづくりを検討し
た。

Ｂ

事業継続 保育課

窓口等で相談時の対応や関係機関との連
携・流れを明記し、状況に即したマニュアル
を作成する。 Ａ

事業継続 住宅施設課

(3)

事業内容施策

関係職員が適切な対応ができ
るよう、相談時の対応や関係
機関との連携・流れを明記し、
状況に即した新たなマニュア
ルを作成します。

①関係各課との連
携

庁内の連携体
制の強化



平成28年度事業の実績
自己
評価

平成29年度
事業の内容・方向性

所　管

(3) 庁内の連携体
制の強化

①関係各課との連
携

関係職員が適切な対応ができ
るよう、相談時の対応や関係
機関との連携・流れを明記し、
状況に即した新たなマニュア
ルを作成します。

「ＤＶマニュアル」に基づいて、適切に対応し
た。
男女共同参画課が実施したDV実務者研修
へ担当者が出席し、相談時の対応や関係部
署、機関との連携について確認をした。

Ａ

事業継続
変更点等があれば、
「DVマニュアル」を加
除修正し、適切に対応
する。

学校教育課

「ＤＶ対策連絡会議」を開催
し、事例検討や取り組み課題
の解決を図るとともに、更なる
協力・連携の強化を図ります。

ＤＶ対策関係機関連絡会議の実施
実施日：５月20日（金）

Ａ

事業継続 男女共同参画課

被害者支援に関わる人材の養
成に努めます。

ＤＶ被害者支援者養成講座を実施。
実施日 平成28年９月７日～12月７日
　　　　　（８回・水）
受講者 30名（女性30名）
　　　　　（延べ164名）

A

ＤＶ被害者支援者養成
講座
平成29年６月24日～11
月８日（７回）実施予
定。

男女共同参画課

施策 事業内容

(4) 関係機関・民
間団体等との
協力・連携

①関係機関・民間
団体等による協力
及び連携体制の強
化
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